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議
案
第
二
号

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

︵
山
口
県
営
住
宅
条
例
等
の
一
部
改
正
︶

第
一
条

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
﹁
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
︵
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
︶
﹂
を
﹁
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別

措
置
法
︵
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
︶
﹂
に
改
め
る
︒

一

山
口
県
営
住
宅
条
例
︵
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
条
例
第
三
十
一
号
︶
附
則
第
四
項

二

貸
付
金
の
返
還
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
︵
昭
和
六
十
年
山
口
県
条
例
第
二
号
︶
第
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号

三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
︵
平
成
十
八
年
山
口
県
条
例
第
五
十
五
号
︶
第
二
条
第
五
号

︵
山
口
県
中
山
間
地
域
振
興
条
例
の
一
部
改
正
︶

第
二
条

山
口
県
中
山
間
地
域
振
興
条
例
︵
平
成
十
八
年
山
口
県
条
例
第
五
十
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
二
条
第
五
号
中
﹁
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
︵
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
︶
﹂
を
﹁
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
︵
令
和

三
年
法
律
第
十
九
号
︶
﹂
に
︑
﹁
第
三
十
三
条
各
項
﹂
を
﹁
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
同
法
第
四
十
四
条
第
四
項
﹂
に
改
め
る
︒

附

則

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

1



こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
︑
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
貸
付
金
の
返
還
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
︑
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
︒
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議
案
第
三
号

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
︵
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
条
例
第
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
﹁
三
百
円
﹂
の
下
に
﹁
︵
同
号
ヘ
の
業
務
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
認
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ

て
は
︑
三
百
円
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
︶
﹂
を
加
え
︑
同
項
第
三
号
中
﹁
三
百
円
﹂
の
下
に
﹁
︵
人
事
委
員
会
が
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え

る
と
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
︑
三
百
円
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
︶
﹂
を
加
え
る
︒

附

則

︵
施
行
期
日
等
︶

�

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
︑
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
︵
以
下
﹁
改
正
後
の
条
例
﹂
と
い
う
︒
︶
の
規
定
は
︑
令
和

三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
︒

︵
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
の
内
払
︶

�

改
正
前
の
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
職
員
に
支
払
わ
れ
た
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
は
︑
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
感
染
症
防
疫
等
業
務
手

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

3



当
の
内
払
と
み
な
す
︒
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議
案
第
四
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
︵
昭
和
二
十
五
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
三
十
九
条
の
十
八
第
三
項
中
﹁
の
金
額
﹂
の
下
に
﹁
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
定
費
用
の
金
額
︵
当
該
特
定
費
用
の
金
額
が
選
択
口
座
に
お
い
て
そ
の
年
最
後
に

行
わ
れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
口
座
内
通
算
所
得
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
︑
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
を
控

除
し
た
金
額
︶
﹂
を
加
え
る
︒

第
六
十
七
条
の
七
第
二
項
中
﹁
で
あ
つ
て
︑
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
﹂
を
﹁
に
は
﹂
に
︑
﹁
当
該
承
認
を
受
け
た
﹂
を
﹁
当
該
﹂
に
改
め
︑
同
条
第
三
項
中

﹁
承
認
並
び
に
当
該
承
認
を
受
け
た
帳
簿
に
係
る
﹂
を
﹁
規
定
に
よ
る
﹂
に
改
め
︑
﹁
第
七
百
五
十
二
条
︑
﹂
を
削
る
︒

第
八
十
一
条
の
十
四
第
三
項
中
﹁
前
条
第
一
項
後
段
﹂
を
﹁
第
八
十
一
条
の
十
二
第
一
項
後
段
﹂
に
改
め
︑
同
条
第
八
項
中
﹁
前
条
第
三
項
﹂
を
﹁
第
八
十
一
条
の

十
二
第
三
項
﹂
に
改
め
る
︒

第
二
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
中
﹁
及
び
同
項
第
十
四
号
﹂
を
﹁
︑
同
項
第
十
四
号
﹂
に
改
め
︑
﹁
発
電
事
業
等
﹂
と
い
う
︒
︶
﹂
の
下
に
﹁
及
び
同
項
第
十
五
号
の
三

に
規
定
す
る
特
定
卸
供
給
事
業
︵
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
﹁
特
定
卸
供
給
事
業
﹂
と
い
う
︒
︶
﹂
を
加
え
る
︒
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

5



第
四
十
二
条
第
一
項
中
﹁
又
は
個
別
帰
属
益
金
額
﹂
及
び
﹁
又
は
個
別
帰
属
損
金
額
﹂
を
削
る
︒

第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
﹁
及
び
発
電
事
業
等
﹂
を
﹁
︑
発
電
事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
﹂
に
改
め
る
︒

第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
﹁
︵
そ
の
終
了
の
日
を
連
結
親
法
人
事
業
年
度
終
了
の
日
と
同
じ
く
す
る
事
業
年
度
に
限
る
︒
︶
﹂
を
削
る
︒

附
則
第
十
八
条
中
﹁
又
は
各
連
結
事
業
年
度
分
﹂
を
削
る
︒

附
則
第
十
九
条
第
一
項
中
﹁
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
﹂
及
び
﹁
又
は
各
連
結
事
業
年
度
分
﹂
を
削
り
︑
同
条
第
二
項
中
﹁
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ

て
申
告
納
付
す
る
法
人
に
あ
つ
て
は
当
該
法
人
の
同
項
﹂
を
﹁
当
該
法
人
の
法
第
五
十
三
条
第
一
項
﹂
に
改
め
︑
﹁
︑
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告

納
付
す
る
法
人
に
あ
つ
て
は
当
該
法
人
の
同
項
に
規
定
す
る
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
の
末
日
﹂
を
削
り
︑
同
条
第
三
項
中
﹁
又
は
個
別
帰
属
法
人
税

額
﹂
を
削
り
︑
同
条
第
四
項
中
﹁
又
は
連
結
事
業
年
度
﹂
及
び
﹁
又
は
当
該
個
別
帰
属
法
人
税
額
﹂
を
削
る
︒

附

則

︵
施
行
期
日
︶

�

こ
の
条
例
は
︑
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
︒
た
だ
し
︑
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
︑
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
︒

一

第
一
条
中
第
八
十
一
条
の
十
四
第
三
項
及
び
第
八
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
の
規
定
及
び
附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定

令
和
四
年
四
月
一
日

︵
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

�

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
︵
以
下
﹁
改
正
後
の
条
例
﹂
と
い
う
︒
︶
第
三
十
九
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
は
︑
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
令
和
三
年
法
律
第
十
一
号
︒
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
﹁
所
得
税
法
等
改
正
法
﹂
と
い
う
︒
︶
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
︵
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
︶
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
等
に
つ
い
て
適
用
し
︑

同
日
前
に
行
わ
れ
た
所
得
税
法
等
改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
等
に
つ
い
て

は
︑
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
︒

�

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
︵
以
下
﹁
令
和
四
年
改
正
後
の
条
例
﹂
と
い
う
︒
︶
附
則
第
十
八
条
及
び
附
則
第
十
九
条
第
一
項
か
ら

6



第
四
項
ま
で
の
規
定
は
︑
令
和
四
年
四
月
一
日
︵
以
下
﹁
施
行
日
﹂
と
い
う
︒
︶
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
︵
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
令
和
二
年

法
律
第
八
号
︶
第
三
条
の
規
定
︵
同
法
附
則
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
︒
︶
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
︵
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
︒
以

下
﹁
旧
法
人
税
法
﹂
と
い
う
︒
︶
第
二
条
第
十
二
号
の
七
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
︵
以
下
﹁
連
結
子
法
人
﹂
と
い
う
︒
︶
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
︵
旧
法
人
税
法

第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
を
い
う
︒
以
下
同
じ
︒
︶
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
除
く
︒
︶
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い

て
適
用
す
る
︒

�

施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
︵
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
含
む
︒
︶
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前

に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
︵
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
事
業
年
度
を
い
う
︒
以
下
同
じ
︒
︶
︵
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度

が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
を
含
む
︒
︶
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
︑
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
︵
以
下
﹁
改

正
前
の
条
例
﹂
と
い
う
︒
︶
附
則
第
十
八
条
及
び
附
則
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
︑
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
︒

︵
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

�

令
和
四
年
改
正
後
の
条
例
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
の
規
定
は
︑
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
︵
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法

人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
除
く
︒
︶
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
︒

�

施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
︵
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
含
む
︒
︶
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て

は
︑
改
正
前
の
条
例
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
の
規
定
は
︑
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
︒

�

令
和
四
年
改
正
後
の
条
例
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
︑
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事

業
税
に
つ
い
て
適
用
し
︑
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
︑
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
︒

︵
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
帳
簿
の
保
存
方
法
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

	

改
正
後
の
条
例
第
六
十
七
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
︑
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
新
た
に
作
成
す
る
帳
簿
に
つ
い
て
適
用
す
る
︒

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

7



議
案
第
五
号

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
︵
平
成
十
五
年
山
口
県
条
例
第
四
十
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
十
八
条
の
見
出
し
中
﹁
帳
簿
等
﹂
を
﹁
帳
簿
﹂
に
改
め
︑
同
条
第
二
項
中
﹁
で
あ
っ
て
︑
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
﹂
を
﹁
に
は
﹂
に
︑
﹁
当
該
承
認
を
受
け

た
﹂
を
﹁
当
該
﹂
に
改
め
︑
同
条
第
三
項
中
﹁
承
認
並
び
に
当
該
承
認
を
受
け
た
帳
簿
に
係
る
﹂
を
﹁
規
定
に
よ
る
﹂
に
︑
﹁
第
六
章
﹂
を
﹁
第
七
章
﹂
に
改
め
︑
﹁
第

七
百
五
十
二
条
︑
﹂
を
削
る
︒

附

則

︵
施
行
期
日
︶

�

こ
の
条
例
は
︑
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
︒
た
だ
し
︑
第
十
八
条
の
見
出
し
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
三
項
中
﹁
第
六
章
﹂
を
﹁
第
七
章
﹂
に
改
め
る
改

正
規
定
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

︵
経
過
措
置
︶

�

こ
の
条
例
︵
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
︒
︶
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
︑
こ
の

条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
新
た
に
作
成
す
る
帳
簿
に
つ
い
て
適
用
す
る
︒

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

9



議
案
第
六
号

過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
︵
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
条
例
第
五
十
九
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
一
条
中
﹁
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
﹂
を
﹁
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
﹂
に
︑
﹁
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
︵
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
︶
第
三
十
条
﹂
を
﹁
過
疎
地

域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
︵
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
︶
第
二
十
三
条
﹂
に
改
め
る
︒

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
︒

一

過
疎
地
域

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
を
い
う
︒

第
三
条
第
一
項
中
﹁
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令

︵
平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
号
︶
﹂
を
﹁
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
︑
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る

場
合
等
を
定
め
る
省
令
︵
令
和
三
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
︶
﹂
に
︑
﹁
を
新
設
し
︑
又
は
増
設
し
た
﹂
を
﹁
の
同
令
第
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
取
得
等
を
し
た
﹂

に
改
め
︑
同
条
第
三
項
中
﹁
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
﹂
を
﹁
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
﹂
に
改
め
る
︒

第
五
条
第
一
号
中
﹁
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
﹂
を
﹁
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
﹂
に
改
め
︑
同
条
第
三
号
中
﹁
令
和
三
年
三

過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

1
1



月
三
十
一
日
﹂
を
﹁
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
﹂
に
︑
﹁
起
算
し
て
五
年
内
﹂
を
﹁
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
﹂
に
改
め
る
︒

第
七
条
中
﹁
当
該
設
備
又
は
施
設
の
建
設
﹂
を
﹁
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
行
為
﹂
に
改
め
る
︒

附
則
中
第
三
項
を
削
り
︑
第
四
項
を
第
三
項
と
し
︑
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
︒

附

則

︵
施
行
期
日
︶

�

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

︵
経
過
措
置
︶

�

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
改
正
前
の
過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
︑
同
条
例
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
︑
又
は
増
設
し
た
者
︑
同
条
例
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
を
取
得
し
た
者
並

び
に
畜
産
業
又
は
水
産
業
を
行
っ
て
い
た
個
人
で
同
年
以
前
の
各
年
に
お
い
て
そ
の
者
又
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
っ
た
日
数
の
合

計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
︑
か
つ
︑
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
係
る
県
税
の
課
税
免
除
に
つ
い
て
は
︑
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
︒

�

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
︵
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
︶
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
に
同
条

第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
以
前
に
︑
改
正
後
の
過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第

三
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
行
為
に
着
手
し
た
者
に
対
す
る
同
条
例
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
︑
同
条
中
﹁
こ
れ
ら
の
規
定
に
該

当
す
る
行
為
に
着
手
す
る
前
に
﹂
と
あ
る
の
は
︑
﹁
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市

町
村
計
画
に
同
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
﹂
と
す
る
︒

1
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議
案
第
七
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
︵
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

別
表
第
一
の
�
の
表
二
十
三
の
項
中
﹁

﹂
を

薬
局
開
設
の
許
可
の
更

新

一
件
に
つ
き

一
万
千
七
十
円

﹁

薬
局
開
設
の
許
可
の
更

新地
域
連
携
薬
局
の
認
定

地
域
連
携
薬
局
の
認
定

の
更
新

専
門
医
療
機
関
連
携
薬

局
の
認
定

専
門
医
療
機
関
連
携
薬

局
の
認
定
の
更
新

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
万
千
七
十
円

一
万
千
七
十
円

一
万
千
七
十
円

一
万
千
七
十
円

一
万
千
七
十
円

﹂
に
改
め
︑
﹁
薬
局
開
設
許
可
証
﹂
の
下
に
﹁
︑
地
域
連
携
薬
局

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

1
3



若
し
く
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
証
﹂
を
加
え
︑
同
表
二
十
四
の
項
の
㈢
中
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
﹂
に
︑
﹁
第

二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二

項
第
一
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
﹂
を

﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
三
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
三
項
第
一
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条

第
三
項
第
二
号
﹂
に
︑
﹁

﹂
を

医
療
機
器
の
製
造
業
の

登
録

一
件
に
つ
き

四
万
二
十
円

﹁

保
管
の
み
を
行
う
製
造

所
の
登
録

⑴

医
薬
品
に
係
る

も
の

⑵

医
薬
部
外
品
に

係
る
も
の

⑶

化
粧
品
に
係
る

も
の

医
療
機
器
の
製
造
業
の

登
録

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

四
万
二
十
円

三
万
千
六
百
円

三
万
千
六
百
円

四
万
二
十
円

﹂
に
改
め
︑
同
項
の
㈣
中
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
﹂
を

﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条

第
一
項
第
五
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二

号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
三
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
三
項
第
一
号
﹂
に
︑
﹁
第

二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
﹂
に
︑

﹁

﹂
を

医
療
機
器
の
製
造
業
の

登
録

一
件
に
つ
き

二
万
五
千
百
八
十
円
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﹁

保
管
の
み
を
行
う
製
造

所
の
登
録

⑴

医
薬
品
に
係
る

も
の

⑵

医
薬
部
外
品
に

係
る
も
の

⑶

化
粧
品
に
係
る

も
の

医
療
機
器
の
製
造
業
の

登
録

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

二
万
五
千
百
八
十
円

二
万
五
千
百
八
十
円

二
万
五
千
百
八
十
円

二
万
五
千
百
八
十
円

﹂
に
改
め
︑
同
項
の
㈤
中
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
﹂
を

﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条

第
一
項
第
五
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二

号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
二
項
第
三
号
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
三
項
第
一
号
﹂
に
︑
﹁
第

二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
﹂
に
改
め
︑
同
項
の
㈧
中
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条

第
一
項
第
三
号
﹂
に
改
め
︑
﹁
若
し
く
は
医
薬
部
外
品
︵
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
﹁
医
薬
品
等
﹂
と
い
う
︒
︶
﹂
を
削
り
︑
﹁
を
含
む
﹂
を
﹁
及
び
承
認
さ
れ
た
事
項
に

係
る
変
更
計
画
の
確
認
を
含
む
﹂
に
︑
﹁
の
医
薬
品
等
﹂
を
﹁
の
医
薬
品
﹂
に
︑
﹁
五
万
四
千
四
百
三
十
円
﹂
を
﹁
七
万
六
千
百
円
﹂
に
︑
﹁
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
﹂

を
﹁
医
薬
品
の
製
造
販
売
﹂
に
︑
﹁
十
一
万
三
千
三
十
円
﹂
を
﹁
十
三
万
五
千
五
百
円
﹂
に
︑
﹁
二
千
三
百
円
﹂
を
﹁
三
千
円
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
又

は
同
条
第
二
項
第
二
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
﹂
に
︑
﹁
三
万
二
千
九
百
六
十
円
﹂
を
﹁
四
万
四
千
二
百
円
﹂
に
︑
﹁
八
万
二
百
三
十
円
﹂
を
﹁
九
万
五
千

四
百
円
﹂
に
︑
﹁
千
百
円
﹂
を
﹁
千
五
百
円
﹂
に
︑
﹁
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号
﹂
を
﹁
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
﹂
に
︑
﹁
一
万
五
千

百
六
十
円
﹂
を
﹁
二
万
千
百
円
﹂
に
︑
﹁
四
万
三
千
七
百
三
十
円
﹂
を
﹁
五
万
二
千
四
百
円
﹂
に
︑
﹁
に
三
百
円
﹂
を
﹁
に
五
百
円
﹂
に
改
め
︑
同
項
の
㈧
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
︒

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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医
薬
品
医
療
機
器
等
法

施
行
規
則
第
二
十
五
条

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
区
分
に
係
る
も
の

医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
︵
変

更
の
承
認
及
び
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係

る
変
更
計
画
の
確
認
を
含
む
︒
︶
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
輸
出
用
の
医

薬
部
外
品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合

一
品
目
に
つ
き

医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取

得
後
又
は
輸
出
用
の
医
薬
部
外
品
の
製

造
の
開
始
後
五
年
を
経
過
す
る
ご
と
に

調
査
を
受
け
る
場
合

一
品
目
に
つ
き

五
万
四
千
四
百
三
十
円

十
一
万
三
千
三
十
円

︵
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に

つ
い
て
調
査
を
受
け
る
場
合

︵
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合

に
限
る
︒
︶
に
あ
つ
て
は
︑

一
品
目
増
す
ご
と
に
二
千
三

百
円
を
加
算
し
た
額
︶

医
薬
品
医
療
機
器
等
法

施
行
規
則
第
二
十
五
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ

る
区
分
に
係
る
も
の

医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
︵
変

更
の
承
認
及
び
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係

る
変
更
計
画
の
確
認
を
含
む
︒
︶
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
輸
出
用
の
医

薬
部
外
品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合

一
品
目
に
つ
き

医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取

得
後
又
は
輸
出
用
の
医
薬
部
外
品
の
製

造
の
開
始
後
五
年
を
経
過
す
る
ご
と
に

調
査
を
受
け
る
場
合

一
品
目
に
つ
き

三
万
二
千
九
百
六
十
円

八
万
二
百
三
十
円

︵
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に

つ
い
て
調
査
を
受
け
る
場
合

︵
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合

に
限
る
︒
︶
に
あ
つ
て
は
︑

一
品
目
増
す
ご
と
に
千
百
円

を
加
算
し
た
額
︶

医
薬
品
医
療
機
器
等
法

施
行
規
則
第
二
十
五
条

医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
︵
変

更
の
承
認
及
び
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係

る
変
更
計
画
の
確
認
を
含
む
︒
︶
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
輸
出
用
の
医

薬
部
外
品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合

一
品
目
に
つ
き

一
万
五
千
百
六
十
円

1
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第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

る
区
分
に
係
る
も
の

医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取

得
後
又
は
輸
出
用
の
医
薬
部
外
品
の
製

造
の
開
始
後
五
年
を
経
過
す
る
ご
と
に

調
査
を
受
け
る
場
合

一
品
目
に
つ
き

四
万
三
千
七
百
三
十
円

︵
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に

つ
い
て
調
査
を
受
け
る
場
合

︵
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合

に
限
る
︒
︶
に
あ
つ
て
は
︑

一
品
目
増
す
ご
と
に
三
百
円

を
加
算
し
た
額
︶

別
表
第
一
の
�
の
表
二
十
四
の
項
の
㈩
中
﹁
又
は
﹂
を
﹁
︑
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
若
し
く
は
﹂
に
改
め
︑
﹁
登
録
証
﹂
の
下
に
﹁
又
は
基
準
確
認
証
﹂
を
加
え
︑

同
項
中
㈩
を
�
と
し
︑
㈨
を
㈩
と
し
︑
㈧
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

㈨

医
薬
品
等
の
製
造
工
程
の
区
分
の
Ｇ
Ｍ
Ｐ
へ
の
適
合
性
調
査

医
薬
品
の
製
造
工
程
の

区
分⑴

医
薬
品
︑
医
療

機
器
等
の
品
質
︑

有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
十
四

条
第
八
項
に
規
定

す
る
医
薬
品
又
は

医
薬
部
外
品
の
製

造
工
程
の
区
分
を

定
め
る
省
令
︵
令

和
三
年
厚
生
労
働

省
令
第
十
七
号
︒

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
﹁
省
令
﹂
と

い
う
︒
︶
第
二
条

第
三
号
に
掲
げ
る

も
の

一
区
分
に
つ
き

十
五
万
八
千
二
百
円
に
︑
三

千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品

目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び

一
万
円
に
当
該
調
査
に
係
る

製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ

て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

十
一
万
二
千
円
に
︑
千
五
百

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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⑵

省
令
第
二
条
第

四
号
に
掲
げ
る
も

の
⑶

省
令
第
二
条
第

五
号
及
び
第
六
号

に
掲
げ
る
も
の

医
薬
部
外
品
の
製
造
工

程
の
区
分

⑴

省
令
第
二
条
第

三
号
に
掲
げ
る
も

の
⑵

省
令
第
二
条
第

四
号
に
掲
げ
る
も

の
⑶

省
令
第
二
条
第

五
号
及
び
第
六
号

に
掲
げ
る
も
の

一
区
分
に
つ
き

一
区
分
に
つ
き

一
区
分
に
つ
き

一
区
分
に
つ
き

一
区
分
に
つ
き

円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目

数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
八

千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製

造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
算
し
た
額

六
万
千
二
百
円
に
︑
五
百
円

に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数

を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
四
千

円
に
当
該
調
査
に
係
る
製
造

販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
額

十
一
万
三
千
三
十
円
に
︑
二

千
三
百
円
に
当
該
調
査
に
係

る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額

及
び
一
万
円
に
当
該
調
査
に

係
る
製
造
販
売
業
者
の
数
を

乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額八
万
二
百
三
十
円
に
︑
千
百

円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目

数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
八

千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製

造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
算
し
た
額

四
万
三
千
七
百
三
十
円
に
︑

三
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る

品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及

び
四
千
円
に
当
該
調
査
に
係

る
製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

1
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別
表
第
一
の

の
表
十
六
の
項
中
﹁

﹂
を

⑵

不
活
化
ワ
ク
チ

ン
に
よ
る
も
の

一
羽
に
つ
き

十
一
円

﹁

⑵

不
活
化
ワ
ク
チ

ン
に
よ
る
も
の

豚
熱
ワ
ク
チ
ン
の
交
付

一
羽
に
つ
き

一
頭
分
に
つ
き

十
一
円

七
十
円

﹂
に
改
め
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
︒
た
だ
し
︑
別
表
第
一
の

の
表
十
六
の
項
の
改
正
規
定
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

1
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議
案
第
八
号

救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
︵
平
成
二
十
四
年
山
口
県
条
例
第
三
十
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
六
条
第
五
項
中
﹁
前
二
項
﹂
を
﹁
第
三
項
及
び
第
四
項
﹂
に
改
め
︑
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
︑
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
︒

�

救
護
施
設
等
は
︑
前
二
項
の
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
︑
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
︒

︵
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
︶

第
六
条
の
二

救
護
施
設
等
は
︑
感
染
症
又
は
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
利
用
者
に
対
す
る
処
遇
の
継
続
的
な
実
施
及
び
早
期
の
業
務
の
再
開
を
図
る
た
め
の
計

画
︵
以
下
﹁
業
務
継
続
計
画
﹂
と
い
う
︒
︶
を
策
定
し
︑
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�

救
護
施
設
等
は
︑
職
員
に
対
し
︑
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
︑
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�

救
護
施
設
等
は
︑
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
︑
必
要
に
応
じ
て
︑
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
︒

第
二
条

救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
六
条
の
二
第
一
項
中
﹁
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
﹂
を
﹁
講
じ
な
け
れ
ば
﹂
に
改
め
︑
同
条
第
二
項
中
﹁
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
﹂
を
﹁
行
わ
な
け
れ
ば
﹂

救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

2
1



に
改
め
︑
同
条
第
三
項
中
﹁
よ
う
努
め
る
﹂
を
削
る
︒

第
七
条
第
二
項
中
﹁
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
﹂
を
﹁
講
じ
な
け
れ
ば
﹂
に
改
め
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
︒
た
だ
し
︑
第
二
条
の
規
定
は
︑
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
︒

2
2



議
案
第
九
号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
︵
平
成
二
十
四
年
山
口
県
条
例
第
四
十
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
︒

第
九
条
中
﹁
を
交
付
し
て
﹂
を
﹁
の
交
付
等
を
し
て
﹂
に
改
め
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

2
3



議
案
第
十
号

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
︵
平
成
二
十
四
年
山
口
県
条
例
第
四
十
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
︒第

十
一
条
中
﹁
を
交
付
し
て
﹂
を
﹁
の
交
付
等
を
し
て
﹂
に
改
め
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

2
5



議
案
第
十
一
号

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
︵
平
成
二
十
四
年
山
口
県
条
例
第
四
十
六
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
︒

第
十
二
条
中
﹁
を
交
付
し
て
﹂
を
﹁
の
交
付
等
を
し
て
﹂
に
改
め
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

2
7



議
案
第
十
二
号

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
︵
平
成
二
十
四
年
山
口
県
条
例
第
四
十
七
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
︒第

九
条
中
﹁
を
交
付
し
て
﹂
を
﹁
の
交
付
等
を
し
て
﹂
に
改
め
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

2
9



議
案
第
十
三
号

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
︵
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
条
例
第
二
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
四
条
第
九
号
中
﹁
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
﹂
を
﹁
残
留
塩
素
濃
度
﹂
に
改
め
︑
同
条
中
第
二
十
号
を
第
二
十
四
号
と
し
︑
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
四
号
ず
つ

繰
り
下
げ
︑
同
条
第
十
四
号
中
﹁
入
浴
の
用
に
供
す
る
湯
水
を
貯
留
す
る
設
備
﹂
を
﹁
貯
湯
槽
﹂
に
改
め
︑
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
︑
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
︒

十
七

水
位
計
配
管
を
設
け
て
い
る
場
合
は
︑
一
週
間
に
一
回
以
上
消
毒
す
る
こ
と
︒

十
八

シ
ャ
ワ
ー
に
つ
い
て
は
︑
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
︒

イ

一
週
間
に
一
回
以
上
︑
内
部
の
水
が
置
き
換
わ
る
よ
う
に
通
水
す
る
こ
と
︒

ロ

六
月
に
一
回
以
上
︑
シ
ャ
ワ
ー
ヘ
ッ
ド
及
び
ホ
ー
ス
を
点
検
す
る
こ
と
︒

ハ

一
年
に
一
回
以
上
︑
内
部
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
︒

第
四
条
第
十
三
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
︑
同
条
第
十
二
号
中
﹁
清
掃
す
る
﹂
を
﹁
清
掃
し
︑
及
び
消
毒
す
る
﹂
に
改
め
︑
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
︑
同
条
第
十

一
号
中
﹁
す
べ
て
﹂
を
﹁
全
て
﹂
に
改
め
︑
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
︑
同
条
第
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
︒

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

3
1



十
一

ろ
過
器
又
は
消
毒
装
置
を
設
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
浴
槽
水
が
あ
る
と
き
は
︑
ろ
過
器
又
は
消
毒
装
置
を
常
に
作
動
さ
せ
る
こ
と
︒

十
二

入
浴
の
用
に
供
す
る
湯
水
を
貯
留
す
る
設
備
︵
以
下
﹁
貯
湯
槽
﹂
と
い
う
︒
︶
内
の
湯
水
の
温
度
は
︑
通
常
の
使
用
状
態
に
あ
つ
て
は
摂
氏
六
十
度
以
上
︑
最

大
使
用
時
に
あ
つ
て
は
摂
氏
五
十
五
度
以
上
と
す
る
こ
と
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
つ
て
は
︑
衛
生
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
貯
湯
槽
内
の
湯

水
を
消
毒
す
る
こ
と
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
︒

3
2



議
案
第
十
四
号

公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
等
に
必
要
な
措
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
等
に
必
要
な
措
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
等
に
必
要
な
措
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
︵
平
成
六
年
山
口
県
条
例
第
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
﹁
第
八
号
﹂
を
﹁
第
十
号
﹂
に
改
め
︑
同
号
ホ
中
﹁
こ
う
配
﹂
を
﹁
勾
配
﹂
に
改
め
︑
同
項
第
九
号
中
﹁
い
す
﹂
を
﹁
椅
子
﹂
に
改
め
︑
同

条
第
二
項
第
五
号
中
﹁
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
﹂
を
﹁
残
留
塩
素
濃
度
﹂
に
改
め
︑
同
項
中
第
十
五
号
を
第
十
九
号
と
し
︑
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰

り
下
げ
︑
同
項
第
十
号
中
﹁
入
浴
の
用
に
供
す
る
湯
水
を
貯
留
す
る
設
備
﹂
を
﹁
貯
湯
槽
﹂
に
改
め
︑
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
︑
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
︒十

三

水
位
計
配
管
を
設
け
て
い
る
場
合
は
︑
一
週
間
に
一
回
以
上
消
毒
す
る
こ
と
︒

十
四

シ
ャ
ワ
ー
に
つ
い
て
は
︑
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
︒

イ

一
週
間
に
一
回
以
上
︑
内
部
の
水
が
置
き
換
わ
る
よ
う
に
通
水
す
る
こ
と
︒

ロ

六
月
に
一
回
以
上
︑
シ
ャ
ワ
ー
ヘ
ッ
ド
及
び
ホ
ー
ス
を
点
検
す
る
こ
と
︒

ハ

一
年
に
一
回
以
上
︑
内
部
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
︒

第
四
条
第
二
項
第
九
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
︑
同
項
第
八
号
中
﹁
清
掃
す
る
﹂
を
﹁
清
掃
し
︑
及
び
消
毒
す
る
﹂
に
改
め
︑
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
︑
同
項
第
七

公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
等
に
必
要
な
措
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

3
3



号
中
﹁
す
べ
て
﹂
を
﹁
全
て
﹂
に
改
め
︑
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
︑
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
︒

七

ろ
過
器
又
は
消
毒
装
置
を
設
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
浴
槽
水
が
あ
る
と
き
は
︑
ろ
過
器
又
は
消
毒
装
置
を
常
に
作
動
さ
せ
る
こ
と
︒

八

入
浴
の
用
に
供
す
る
湯
水
を
貯
留
す
る
設
備
︵
以
下
﹁
貯
湯
槽
﹂
と
い
う
︒
︶
内
の
湯
水
の
温
度
は
︑
通
常
の
使
用
状
態
に
あ
っ
て
は
摂
氏
六
十
度
以
上
︑
最
大

使
用
時
に
あ
っ
て
は
摂
氏
五
十
五
度
以
上
と
す
る
こ
と
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
︑
衛
生
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
貯
湯
槽
内
の
湯
水

を
消
毒
す
る
こ
と
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
︒

3
4



議
案
第
十
五
号

警
察
署
の
名
称
︑
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

警
察
署
の
名
称
︑
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
察
署
の
名
称
︑
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
︵
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第
二
十
七
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
二
条
の
表
山
口
県
山
口
南
警
察
署
の
項
管
轄
区
域
の
欄
中
﹁
小
郡
か
ぜ
の
丘
﹂
の
下
に
﹁
︑
小
郡
令
和
一
丁
目
︑
小
郡
令
和
二
丁
目
﹂
を
加
え
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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